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九州大学大型計算機センター図書室運営内規

第i条 九州 大学 大 型計算機 セ ンター 図書 室(以 下 ヂ図 書室」 とい う。〉は 図書室 に備付 けの資料(以

下 「図書」 とい う。)を管理 す る。

第2条 図書 を次の 各号 に掲 げ る とお1>に 分 け る。

(1)貴 重 図書

② 普 通 図書

(3)辞 書 類

(4>計 算機マ ニュ アル類

(5)雑 誌

⑥ そ の 他

第3条 次 に掲 げ る者 は 、図書 を閲覧す るこ とが で きる。

(1>本 学の教 職 貫お よ び大 学院 学生

② 出張利 用 のため セ ン ター に滞在 してい る者(以 下 「滞在者 」 とい う。)

㈲ その他 図書委員 長が必 要 と認め た者

2前 項 の(2)(3)に 該 当す る者 に は、必要 に応 じて閲 覧許可 書 を交付 す る。

第4条 図書 の 閲覧 を希望 す る者 は 、'九州 大学 の身 分証 明 書、学生証 または 閲覧許可 書 を掛員 に提出

し、閲 覧証書 に所要 事 項 を記 入 しなけれ ばな らな い。

第5条図 書 は、図書室 で閲 覧 しなけれ ば な らない。

第6条 退 室 の際 は、図書 を返却 し、身 分証 明書 、学 生証 または 閲覧 許 可書 と引換 え る もの とす る。

第7条 閲覧 時間 は、次 の とお りとす る。

(1)平 日 午 前9時 か ら正午 まで。

午後1時3o分 か ら午 後5時 まで。

(2)土 曜 日 午 前9時 か ら正 午 まで。

第8条日 曜日 、お よび祝 祭8は 、休室 とす る。 ただ し、霞書 室の 都合 に よ り臨時 に休 室 す るこ とが

あ る。

第9条 次 の表 の左欄 に掲 げ る者 は、右欄 に定 め る期間 、図書 を帯 出 す るこ とが で きる。

帯 出 者

種 類

本学 の教職 員および大学院学生

セ ン タ 滞 在 者

図 書

普 通 図 書 雑、 誌

2週 間

滞在期間

3H間

滞在期間

2セ ン ターの 滞在者 に は 、必要 に応 じて帯 出許 再書 を交付 す る。

第10条 次 の各号 に掲 げ る図書 は 、帯 出 を禁止 す る。

ω 貴重図書



(2)舌 辛書 業頁

(3)計 算機 マ ニュア ル 類

(4)新 着雑 誌(受 入後1週間 以 内の もの)

第11条 帯 出 を希望 す る者 は、 ブ ッ クカー ドに所定 の 事項 を記 入 して 、次の 各号 に掲 げ る手続 を経 な

けれ ば な らな い。

(1)本 学 の教職 員 お よび大学 院学 生 は 、各々の所 属 す る学 科等 の 図書室 が 発行 す る借 用証 を提 出

す るこ と。

(2)滞 在者 は 、帯 出許可 書 を提 出す る こ と。

第逡 条 帯 出 の順位 は 、串 し込み順 とす る。

第13条 帯 出図書 は 、転貸 して はな らな い。

第舞 条 帯 出期間 中に 事務整理 の必 要 が生 じた場合 は 、一一時返却 を求 め るこ とが で きる。

第15条 閲覧 また は帯 出中の 図書 を汚損 また は紛失 した ときは、弁償 しなけ れ ばな らな い。 た だ し、

図 書委 員会が指 定す る方法 に よる こ とが で きる。

第16条 退職 また は卒 業後 に よって利 用資 格 を失 った時 は、帯 出 中の図書 はた だちに返却 しなけ れば

な らない、,

第17条 この 内規 に定め る暫項 に違 反 した者 は、一定 期 間 、閲覧お よび帯 出 を禁止 す る こ とが で きる。

第18条 この 内規の運 堀 に関 し必要 な事 項 は別 に定め る。

附 則

この 内 規は昭 和47年7月1811か ら施行 す る。


